
「同行援護」について

資料1-1 平成２３年８月２４日（水）

障害福祉サービス等に係る事業者説明会

千葉市保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

※ 本資料は、平成２３年８月２２日現在の内容であり、今後国が示す
内容によって変更が生じる可能性があります。
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「同行援護とは」

• 視覚障害により、移動に著しい困難を有する

障害者等につき、外出時において、当該障害

者等に同行し、移動に必要な情報を提供する

とともに、移動の援護その他の厚生労働省令

で定める便宜を供与することをいう。

（障害者自立支援法 第5条４）
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同行援護のサービス内容

① 移動時及びそれに伴う外出先において必要

な視覚的情報の支援（代筆・代読を含む。）

② 移動時及びそれに伴う外出先において必要

な移動の援護

③ 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要

となる援助
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同行援護の対象者の基準

◇ 身体介護を伴わない場合

・ 同行援護アセスメント票(案)の項目中、「１～３」のいずれか

が「１点以上」であり、かつ、「４」の点数が「１点以上」の者

◇ 身体介護を伴う場合

・ 同行援護アセスメント票(案)の項目中、「１～３」のいずれか

が「１点以上」であり、かつ、「４」の点数が「１点以上」の者

・ 障害程度区分が２以上

・ 障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「移動」

「排尿」「排便」のいずれか１つが「できる」以外と認定
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同行援護サービス費の算定構造(案)

注 注 注 注 注 注

３級ヘルパー
等により 行わ
れる場合

2人の同行援
護従事者によ
る場合

夜間 もし く は
早朝の場合又
は深夜の場合

特定事業所加
算

特別地域加算
緊急時対応加
算（月２回を限
度）

⑴30分未満 (254単位)

⑵30分以上1時間未満 (402単位)

⑶1時間以上1時間30分未満 (584単位)

⑷1時間30分以上2時間未満 (667単位)

⑸2時間以上2時間30分未満 (750単位)

⑹2時間30分以上3時間未満 (833単位)

⑺3時間以上 (916単位に30分増すごとに +83単位)

⑴30分未満 (105単位)

⑵30分以上1時間未満 (197単位)

⑶1時間以上1時間30分未満 (276単位)

⑷1時間30分以上 (346単位に30分増すごとに +70単位)

初回加算 (1月につき200単位を加算)

利用者負担上限額管理加算 (1月につき150単位を加算)

基本部分

イ　身体介
　護を伴う
　場合

ロ　身体介
　護を伴わ
　ない場合

×70／100
1回につき100
単位を加算

＋15/100

×90／100

×200／100

夜間 もし く は
早朝の場合
 ＋25／100

深夜の場合
 ＋50／100

特定事業所加
算(Ⅰ)
 ＋20／100

特定事業所加
算(Ⅱ)
 ＋10／100

特定事業所加
算(Ⅲ)
 ＋10／100
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同行援護の従業者の資格要件(案)

※１ アの要件を満たす者にあっては、同行援護従業者養成研修（一般課程及び応用課程）を修了した者と
みなす（適用日から平成２６年９月３０日までの間）

※２ 居宅介護の従業者要件を満たす者にあっては、同行援護従業者養成研修（一般課程）を修了した者と
みなす（適用日から平成２６年９月３０日までの間）

① サービス提供責任者資格要件 （ア及びイのいずれにも該当又はウに該当する者）

ア） 介護福祉士、介護職員基礎研修の修了者、居宅介護従業者養成研修１級課程修了者、
居宅介護従業者養成研修２級課程修了者で３年以上介護等の業務に従事した者

イ） 同行援護従業者養成研修（一般課程及び応用課程）を修了した者 （※１）

ウ） 厚生労働大臣が定める従業者（平成18年厚生労働省告示第556号）に定める国立障害者
リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者

② 従業者資格要件 （ア、イ、ウのいずれかに該当する者）

ア） 同行援護従業者養成研修（一般課程）を修了した者 （※２）

イ） 居宅介護の従業者要件を満たす者であって、視覚障害を有す身体障害者等の福祉に関
する事業（直接処遇職員に限る。）に１年以上従事した経験を有する者。

ウ） 厚生労働大臣が定める従業者（平成18年厚生労働省告示第556号）に定める国立障害者
リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者
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経過措置（平成２６年９月まで）

同行援護のサービス提供責任者の資格要件(案)

同行援護従業者養成研修（一般課程＋応用課程）
の修了者

左に該当する場合、同行援護従業者養成研修
（一般課程＋応用課程）の修了者とみなす

・ 介護福祉士

・ 介護職員基礎研修修了者

・ 居宅介護従業者養成研修１級修了者

・ 居宅介護従業者養成研修２級修了者
で３年以上の実務経験のある者

国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者

又は
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同行援護のサービス提供者の資格要件(案)

１年以上の視覚障害に関する実務経験
（直接処遇）

経過措置（平成２６年９月まで）

同行援護従業者養成研修（一般課程）の修了者

居宅介護の従業者要件を満たす場合、同行援護従業者養成研修（一般課程）の修了者とみなす

居宅介護従業者の要件を満たす者

国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者

又は

又は
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同行援護従業者養成研修カリキュラム(案)
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